
平成26年5月4日 提出

不 服 申 立 に つ い て の 理 由 補 充 書(2)

要 約 版

第1「 改 ざん」 「捏造」にっいては司法的解釈がなされるべき

仙台地方裁判所平成25年8.月29日 判決(平 成22年(ワ)第1314号,平 成22

年(ワ)第1712号 事件)は,A大 学の元総長であう金属材料科学分野の研究者が提

訴 した名誉段損に基づく損害賠償等の請求事件において,本 件調査対象項 目(1

-2)の 画像操作 とi類似 の写真操作がな された下記の行為について
,「文科省ガ

イ ドライ ンやA大 学ガイ ドラインにおけ るねつ造,改 ざんの意義(注 これ らの

ガイ ドラインにお ける 「ねつ造」,「改 ざん」の意義 は下記の とお り)に 照 らせば,

上記写真(注 写真に加 え られた操作の内容は下記のとお り)の 掲載は,故 意に

存在 しないデータを作成 したり真正でないものに加工した りしたものではない

から,結 果的に不正確な断面写真 が掲載 されたことは否定できないとしても,0

7年 論文(注 紛争 の対象 となった論文)に ねつ造,改 ざんがあるとはいえない。」

との判断を示している(資料13)。

記

(上記判決が引用 している文科省 ガイ ドライン及びA大 学ガイ ドラインの内容)

文科省ガイ ドラインにおける 「ねつ造」「改ざん」の意義は次のとお り。

また,A大 学のガイ ドライ ンにおいて も,「ねつ造」「改ざん」の意義 は,文 科

省 ガイ ドライ ンと同一である。

○ ねつ造とは,存 在 しないデータ,研 究結果等 を作成す ることをい う。

○ 改ざんとは,研 究資料 ・機器 ・過程を変更す る操作を行い,デ ータ,研 究

活動によって得 られた結果等を真正でないものに加工することをい う。
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(上記裁判例における写真操作の具体的内容)

論文は,キ ャップ鋳造法により直径30㎜ のバル ク金属ガ ラスを作製すること

ができた旨を報告するもの。作製 された試料がバルク金属ガラスであることの根

拠として,作 製 された試料の断面写真が掲載されているが,同 写真 は,一 断面を

撮影 した4枚 の写真 を1っ の写真に組み合わせた後,当 該写真データを論文の原

稿 ファイルに貼 り付ける過程において,縦 横比の設定 を固定することを失念 した

ために,実 際の断面 と縦横比が8%弱 異なる結果 となっている。

上記の判決が示すように,複 数枚の写真 を1枚 の写真に組み合わせた場合であ

っても,故 意に存在 しないデー タを作成 した り真正でないものに加工した りした

ものではないから,ね つ造,改 ざんに該当 しない とい うのが,文 科省ガイ ドライ

ンに規定す る 「ねつ造」「改ざん」についての司法的解釈である。

理化学研究所の 「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程」(本規程)に お

ける 「捏造」 「改 ざん」 の意義も文科省ガイ ドラインとほぼ同じ内容である。そ

して,調 査報告書において 「捏造」や 「改ざん」があったとして 「研究不正」の

判断がくだされると,そ れは申立人に とって懲戒処分や名誉侵害等の回復しがた

い重大な不利益に直結することに鑑みれば,調 査委員会にお ける 「捏造」 「改ざ

ん」の有無の判断は,上 記 の司法的解釈に基づいてな されるべきは当然である。

第2画 像取 り違えの経緯 を考慮 した判断の必要性

申立人による画像取 り違えの経緯を理解するためには,ま ず,申 立人がどのよ う

環境で,ど のような実験を行 い,ど のよ うに論 旨を考え,ど のよ うな状況で論文を

執筆 したかを把握する必要がある。そこで,別 紙時系列表(要 約版では省略)を も

とに,上 記の点について説明す る。

1所 属
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申立人 は,2013年2.月 まで は,ハ ーバ ー ド大 学 医学部 ・ブ リガム アン ドウイ

メンズホ ス ピタル に所属 してお り,理 化 学研究所 には客員研 究員 として研 究 に従 事

してい た。2013年3月1日,理 化学研 究所神 戸事 業所 に移 籍 し,ユ ニ ッ トリー

ダー に着任 した。

2所 在(実 験 を していた場所)

その た め,2013年2月 まで は,申 立人 は,理 化学研 究所神 戸事業所 の若 山研

におい て,若 山氏 の指導 の下,実 験 を行 って いた1。そ の後,2013年3月 下旬 に,

若 山氏 は,山 梨 大学 に移 籍 した。2013年3月 以 降 は,申 立人 は,笹 井研 にて実

験 を行 ってい た。

30CT4+細 胞 の作 製実験 の変遷

申立 人 は,2011年3月 まで は,物 理 的 ス トレス に よって,Oct4+細 胞 を作製

す る実験 を行 って いた。

2011年4月,酸 刺激 によってOct4+細 胞 が 出現す る こ とを発 見 したの で,同

年4月 か ら5月 にか けて は,様 々 な細胞(BM,Brain,Lung,Muscle.Fat,Fibroblast

等)を 用 いて,様 々な溶液 でス トレス を与 える実 験 を行 い(資 料10),6月 ころか

らは酸 性溶 液 の濃 度や 時 間を変 えて実験 を進 めていた。

そ して,6月 下旬 には,CD45+細 胞 を酸刺激 す る こ とに よ り,多 能性 マー カー(Oct4,

Nanog)陽 性細胞 が 出…現す るこ とを確 認 した。CD45+細 胞 は,幹 細胞 でない ことが 明

らか にな ってい るので,こ れ以 降 は,CD45+細 胞 を用い るこ とと した。

この よ うな経 過 を経 て,プ ロ トコール が固 ま り,2011年10月 以 降,CD45+

細胞 を酸刺激 してOct4+細 胞 を作製 す る実 験 を繰 り返 して いた。Oct4+細 胞 を用 いて,

分化 実 験や キメ ラ形成 実験 等 を行 うた めで あ る。

1若 山氏と申立人とは,同 じ研究室内で研究活動を行っており,申 立人は,若 山氏のSTAP幹 細胞樹
立実験やキメラ実験等のために,Oct4+細 胞を提供 していた。一部の報道では,マ ウスのや りとりが

遠隔地にいる者の間で行われたような表現がなされているが,こ れは事実とは異なる。
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4テ ラ トーマ実験

申立人は,2011年12月,CD45+細 胞 を酸刺激 して作製 したOct4+細 胞をマウ

スに移植 した(実 験ノー トP75)。 そ して,2012年1月 にテ ラ トーマをマ ウス

か ら取 り出 し(資 料11),同 年2月 に切 り出 し(実 験 ノー トP99),そ の後,テ

ラ トーマを免疫染色 した画像を撮影 している(画 像B資 料6,資 料9)。

5論 文の考え方の変遷

論文についての考え方(構 想)は,4段 階の移 り変わ りがある。

学位論文(2011年3月)で は,「物理的刺激により幹細胞化す る」とい う論旨

であった。

2011年4月 か ら同年12月 にかけては,申 立人は,「体細胞に物理的刺激や酸

による刺激を与えることにより幹細胞化する」という論旨で検討 していた(ラ ボ ミ

・一テ ィング資料 資料4)
。この段階では,物 理的刺激 と酸刺激 を区別 して検討して

いなかった。

さらに,2011年11月 頃にはキメラ実験が成功 したことから,2011年1

2月 ころか らは,申 立人は,「ス トレス処理により体細胞か らキメラができた」とい

う論旨で論文を作成することにした。2012年4月 のNature論 文(不 採用)は,

「ス トレス処理により作製 されたAcc(Oct4+細 胞)で キメラができた」 とい う論 旨

であった。この論文においては,テ ラ ト・一マについては,論 文中に具体的な記述は

な く,ま た,Figureも 掲載 されていない。査読用の付属資料には,テ ラ ト・一一一一・・マの画

像(A2)が 掲載 されているが,あ くまで補足的なデー タであ り詳細な説明はない。

その後,Cell誌 やScience誌 にも,同様 の論文を投稿 したが不採用 となっている。

申立人は,2013年1月 か ら笹井氏に論文指導を受 けることになった。笹井氏

からの助言を受けて,2013年1月 中旬か らは 「酸処理によって得 られた幹細胞

の性質」とい う新たな視点で論文を纏め直すことになった。
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6画 像 の差 し替え忘れ

その後,申 立人は,2ヶ 月弱の期間に論文2報 を執筆 した。 この論文執筆 にあた

っては,今 までの論文か ら大幅な変更が必要であった。すなわち,デ ータはすべて

酸処理 によって得 られた幹細胞からのデータに差 し替える必要があり,ま た,キ メ

ラだけでなく,Oct4+細 胞の1生質を分析する様々な実験(inVitro実 験やテ ラ トー

マ実験な ど)を 追加 する必要があった。

この時,申 立人 は,テ ラ トーマの免疫染色の画像 について,酸 処理のものに差 し

替 えるのを忘れてしまったのである。

7論 文執筆時の状況

(ユ)多 忙な時期

申立人は,2013年1月2月 ころ,極 めて多忙であった。

すなわち,こ の当時,申 立人 自身の理研への移籍手続 若山研が移転するための

準備が重なっていた。その合間を縫って,申 立人は,論 文2報 を執筆 したのである

(詳細 につき,陳 述書2資 料14)。

(2)論 文投稿 を急いだ理 由

このように申立人は,論 文執筆時,極 めて多忙であったが,早 く論文発表 しない

ど,先 を越 されて新 たな発見がなされるかもしれないとい う想いもあり(共 同研究

者か らのプ レッシャー もあった),ま た,申 立人の実験指導 壷していた若 山氏(キ メ

ラや幹細胞の実験は若 山氏が担当)が 山梨大学に移 る前に,若 山氏 による論文のチ

ェックを受 ける必要があるなどの状況もあり,論文投稿 を急がざるをえなかった(詳

細につき,陳 述書2資 料14)。

(3)画 像の取 り違 えは特殊な状況下で生じた

本件画像の取 り違えは,こ の ような事情のもとで生 じた。

一般的には
,論 文執筆にあたっては,十 分 にデータや画像 を確認す るはずであり,

それゆえ,申 立人が画像 の差 し替えを忘れたとい うのは,不 自然な印象を受けるか
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もしれない。

しかし,若 山研 の引っ越 しや 申立人の転職の最中に,2ヶ 月弱 とい う短期間で論

文2報 を仕上げたとい う特殊事情か らすれば,こ の ような ミスが生 じることも十分

にあり得ることであり,一 概に不 自然であると断ずることはできない。

申立人は,上 記 の特殊事情のもと,テ ラ トーマの免疫染色の画像について,差 し

替えを忘れて しまっていたのである。

8小 括

このよ うに,2011年3月 か ら2013年3月 までの間に,申 立人 の環境にお

いても,実 験方法について も,論 文の考 え方 について も,多 様 な変遷があったので

あ り,さ らに,論 文執筆 においては,特 殊 な事情のもとで短期間になされたもので

ある。これ らの事情は,画 像取 り違 えの評価に強 く影響するものであり,こ れ らの

事情を看過 しては,適 正な認定 ・判断はな しえない。

本報告書の認定 ・判断は,こ れ らの事情を何 ら考慮 してお らず,画 像取 り違えの

状況 を正確 に把握 していないといわざるをえない。

申立人としては,再 調査 を実施の上,こ れ らの事情 を考慮 して,画 像取 り違 えに

ついての状況 を正確に把握 した うえで,適 正な認定 ・判断をなす よう,調 査委員会

に強 く求める次第である。

第3STAP現 象検証プロジェク トによって実施 されている実験結果の重要性

論文に記載 された実験条件と同一の条件によって同一の結果を再現できたなら

ば,被 通報者は真 に論文に記載 された実験に成功していたことが証明されること

になる。本規程第15条 第5項 が,調 査委員会の調査の方法 として,必 要に応 じ

て,再 実験の実施を指示 し,ま たは被通報者の申出により再実験を許可すること

ができると定めているのは,再 実験の機会 をあたえることにより,研 究不正 との

疑義 を晴 らす機会 を保障したものと考えられる。
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本件において,論 文に記載 された実験条件によ りテラ トーマ形成実験が成功し

たならば,申 立人 が真にテラ トーマ形成実験を行い,テ ラ トーマ画像 を得ていた

ことが明白となる。すなわち,テ ラ トーマ形成実験の再現がな されれば,「捏造」

との疑いは晴れることになるのである。

理化学研究所では,本 年4月 にSTAP現 象を検証す るプロジェク トが立ち上げ

られ,現 在 も検証 のための実験 が継続 されているが,'そ の検証実験の 目的の一つ

として,「 論文に記載 された方法で再現性を検証する」ことがあげられている。

このことから,上 記のプロジェク トにおける検証実験の結果を待たずに,申 立

人の行為を研究不正 と断ず ることは許されない。

調査委員会が再調査を開始すべきは当然であり,そ の うえで,上 記のプロジェ

ク トにおける検証実験の結果を待って,申 立人の研究不正の有無 についての本報

告書の判断が見直されるべきである。

第4ま とめ

以上のとお り,本 報告書は,「 改 ざん」 「捏造」の解釈を明確にしておらず,し か

も,申 立人の画像取 り違 えの経緯やその状況について十分に調査することなく,勝

手な推論 を加えたために,重 要な事実についての認定を誤ったものである。したが

って,再 調査を開始 し,改 めて適切な認定 ・判断をなすべきである。

また,現 在,検 証実験が行われていることに鑑み,少 なくとも同実験の結果を待

たず して,申 立人の行為 を研究不正 と判断することは許されない。

付 属 書 類

資料13判 例時報2211号90頁

資料14陳 述書2

以上
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